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4月臨時会のあらまし4月臨時会のあらまし

～ 市 議 会 の 新 体 制 決 ま る ～～ 市 議 会 の 新 体 制 決 ま る ～

　平成30年４月臨時会を４月26日に開会し、同日閉会しました。

　臨時会では、議長、副議長の辞職に伴う選挙を行い、開票の結果、議長に田形清信議員、副議長に

望月俊明議員が選出されました。

　続いて、常任委員会と議会運営委員会の委員、議会選出の監査委員も新たに選任され、市議会の新

しい構成が決まりました。

　また、平成30年度静岡市一般会計補正予算をはじめ、静岡市介護保険条例の一部改正など５件の議

案を審議し、表決の結果、すべての議案を全会一致で可決しました。

　海洋・水産関連産業における新事業創出を目指した研究開発、人材育

成等を実施することで、次々と新たなビジネスが生まれ、情報が集まり、

それが新たな企業・研究機関・人材を呼び込み、次の研究開発・事業化に

つながっていくという好循環を生み出す事業環境。

（※１）海洋産業クラスター

語 句 説 明

　１歳半から２歳頃の発達が柔軟な時期に、発達が気になる子の成長

にあわせた声かけや自由遊びを通じ、コミュニケーション能力や集団

生活を送る力を伸ばしていく親子教室。

（※2）あそびのひろば・ぱすてるひろば

語 句 説 明

 発達障がい児に関す
る早期支援モデル事業の結果を
踏まえ、今後どのように事業を展
開し、その他の施策を充実させて
いくのか。

　　　　発達支援では、早期の

発見とそれぞれの子どもに応じた

早期の支援が重要であり、すべて

の子どもが必要な支援を受けられ

るよう支援体制を整備していく必

要がある。29年度にモデル事業と

して市内１か所で実施した「あそ

びのひろば（※2）」を30年度は３

区に拡大するとともに、継続して支

援が必要な子どものための二次

支援の場「ぱすてるひろば（※2）」

を新たに３区で実施する。

　また、療育の場の拡充のため、

市内２か所目となる児童発達支援

センターを駿河共生地区内の富

士見エリアに民間活力を導入し、

建設整備していく。

　その他の施策として、子育て支

援センター、こども園などへの「訪

問支援」や医師・保健師などを対

象とした「かかりつけ医等発達障

害対応力向上研修」を継続実施

するほか、保護者や保育関係者

などがワークショップにより子どもに

対する理解を深める「ペアレントプ

答 弁

質 問

発達障がい児
支 援 の 拡 充

ログラム」の新たな実施や「発達

障害者支援センターきらり」の人員

強化を行い、相談機能の充実を

図る。

・アセットマネジメント
・市外企業誘致
・都市農業の方向性
・道路整備
・空き家対策
・公共交通の確保
・災害対策
・女性活躍応援
・市立認定こども園
・成年後見制度

・地域医療の確保　　　など

その他の質問

　　　　市長は新清水庁舎基
本構想案のパブリックコメントに
対し、市民からの意見の内容等
に関わらず、大きな方針変更はし
ないと発言している。
　市長が施政方針等で示す、

「虫の眼」という市民に寄り添った
微細な視点がおろそかになってい
ないか、市長の政治姿勢を問う。

　　　　「虫の眼」は、私の政治

活動における基本的なスタンスで

あり、今もその初心を忘れていない。

　新清水庁舎基本構想案のパ

ブリックコメントの実施に際しては、

市民に広く関心を持っていただき

たいと、自ら街頭に立ち積極的に

ＰＲ活動を行った。これは、行政に

関心の薄い方にもしっかりと市の

考えを届け、是非意見をいただき

たいとの考えからである。

　一方で基本構想案は、市民の

代表、専門家との５回もの議論を

経てまとめたものであり、大事にし

たい。

　今後も、小さな声にも謙虚に耳

を傾けつつ、一方で本市の将来ま

で見据えた大局観に立ち、リー

ダーの責任として、しかるべき時に

しかるべき決断をして市政を運営

していきたい。

答 弁

質 問

市長の政治姿勢

・市の財政

・市民の生活実態と市政の役割

・国民健康保険

・アセットマネジメント方針

・教育行政

・子育て施策

・中小商工業振興

・リニア中央新幹線に対する今

後の市の対応

・日本平のにぎわい創出

・清水ＬＮＧ発電所計画

・市税収納対策　　　　など

その他の質問

山本 彰彦 議員 寺尾 昭 議員

日 本 共 産 党
静岡市議会議員団

公 明 党
静 岡 市 議 会

　平成30年３月１日、２日の２日間、代表質問を行いました。

　代表質問は、４人以上の所属議員を有する会派が行います。

　代表質問を行った４会派の主な質問と答弁の要旨を掲載します。質 問

会議を傍聴してみませんか

　市議会の会議は、傍聴券に住所と氏名を記載する簡単な手続きで、どなたでも傍聴

していただくことができます。各会議の開催時刻30分前から受付をしていますので、ぜ

ひお越しください。

　議場で行われる会議の傍聴受付は静岡庁舎本館４階傍聴席前で、その他の会議は、

静岡庁舎本館３階委員会室前で行います。

　次回定例会の予定は6面に掲載

しています。

　詳細は調査法制課（☎221-1481）

までお問い合わせください。

〔平成29年度の本会議傍聴者数〕

４月臨時会

2人 176人 192人 144人 255人

６月定例会 ９月定例会 11月定例会 ２月定例会

議長

田形　清信
たがた　　  きよのぶ

副議長

望月　俊明
もちづき　　 としあき

お知らせ

　視覚障がいのある方のための「声の市議会だより（デイジーCD

版、カセットテープ版）」と「市議会だより点字版」を作成し、ご希望

の方に郵送しています。

　ご希望の方は、調査法制課（☎221－1481）

までお問い合わせください。

※デイジーCD版

　音声をＣＤに録音したもので、専用の

再生機やパソコンで再生できます。

市議会だより
点字版


